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東京都建設局道路管理部保全課 



本計画は、東京都建設局が管理するトンネル126か所（令和３年

３月現在）について、「第二次トンネル予防保全計画」（東京都建設局 

令和３年３月）に基づく具体の修繕措置計画を示したものである。 

なお、対策の優先順位の考え方、対策費用、修繕措置内容等につ

いては、予防保全計画によること。 



（令和３年３月現在）トンネル個別施設計画（一覧及び修繕措置計画）



（令和３年３月現在）


